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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心電信号を検出する心電電極と、
　脈波信号を検出する脈波センサと、
　前記心電電極により検出された心電信号と、前記脈波センサにより検出された脈波信号
とのピーク時間差に応じて、脈波伝播時間を取得する脈波伝播時間取得手段と、を備え、
　前記脈波センサは、前記脈波伝播時間取得手段により脈波伝播時間が取得される際に、
使用者の頸部の正中線近傍において頸部と接触するように配置されることを特徴とする脈
波伝播時間計測装置。
【請求項２】
　前記脈波センサは、脈波伝播時間が取得される際に、使用者の頸部後側の正中線近傍に
おいて頸部と接触するように配置されることを特徴とする請求項１に記載の脈波伝播時間
計測装置。
【請求項３】
　使用者の頸部の周方向に沿って装着可能な装着部材を備え、
　前記脈波センサは、表面が、前記装着部材の表面と略同一に形成され、かつ、前記装着
部材の略中央部であって、前記装着部材が使用者の頸部に装着されたときに、使用者の頸
部後側の正中線近傍において頸部と接触する位置に配設されることを特徴とする請求項１
又は２に記載の脈波伝播時間計測装置。
【請求項４】
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　前記脈波伝播時間取得手段により脈波伝播時間が取得されているときの使用者の姿勢を
検知する姿勢検知手段と、
　前記姿勢検知手段により検知された姿勢に応じて、取得された脈波伝播時間の時系列デ
ータを姿勢毎に分類する分類手段と、
　前記分類手段により姿勢毎に分類された脈波伝播時間の時系列データに基づいて、脈波
伝搬時間の変動を求める変動取得手段と、をさらに備えることを特徴とする請求項１～３
のいずれか１項に記載の脈波伝播時間計測装置。
【請求項５】
　前記変動取得手段は、分類された姿勢の中から基準とする姿勢を設定し、該基準姿勢に
合わせて、該基準姿勢と異なる姿勢に分類された脈波伝播時間の時系列データを補正する
とともに、前記基準姿勢の脈波伝播時間の時系列データ、及び、補正した脈波伝播時間の
時系列データに基づいて、脈波伝搬時間の変動を求めることを特徴とする請求項４に記載
の脈波伝播時間計測装置。
【請求項６】
　前記変動取得手段は、取得された脈波伝搬時間の時系列データの時間が最も長い姿勢を
前記基準姿勢として設定することを特徴とする請求項５に記載の脈波伝播時間計測装置。
【請求項７】
　前記変動取得手段は、姿勢毎の脈波伝播時間の時系列データを曲線で近似したときの近
似曲線の相関係数が大きくなるように、姿勢毎の脈波伝播時間の時系列データを補正し、
補正後の時系列データから脈波伝播時間の変動を求めることを特徴とする請求項５又は６
に記載の脈波伝播時間計測装置。
【請求項８】
　前記変動取得手段は、分類された脈波伝播時間の時系列データの内、所定の姿勢の脈波
伝播時間の時系列データのみに基づいて、脈波伝搬時間の変動を求めることを特徴とする
請求項４に記載の脈波伝播時間計測装置。
【請求項９】
　前記分類手段は、脈波伝播時間の時系列データを、少なくとも、立位、倒立位、仰臥位
、左側臥位、右側臥位、及び伏臥位を含む姿勢毎に分類することを特徴とする請求項４～
８のいずれか１項に記載の脈波伝播時間計測装置。
【請求項１０】
　前記姿勢検知手段は、重力加速度がかかる方向を検知する加速度センサであり、
　前記脈波センサ及び加速度センサは、互いに近接して配設されていることを特徴とする
請求項４～９のいずれか１項に記載の脈波伝播時間計測装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の脈波伝播時間計測装置と、
　取得された脈波伝播時間の変動データ、及び予め定められている脈波伝播時間と血圧と
の関係に基づいて、血圧変動を推定する血圧変動推定手段と、を備えることを特徴とする
生体状態推定装置。
【請求項１２】
　前記血圧変動推定手段は、予め、姿勢検知手段の出力信号と、使用者の姿勢との関係の
キャリブレーションを行うとともに、基準とする姿勢からの角度のずれと、心臓から脈波
計測部位までの高さとの関係式を求めて記憶し、
　脈波伝播時間の計測時に、キャリブレーションの結果に基づいて、使用者の姿勢と、基
準となる姿勢との角度のずれを算出し、
　脈波伝播時間から血圧値を演算する際に、算出された角度のずれと、予め記憶されてい
る前記関係式とに基づいて、心臓から脈波計測部位までの高さを求め、当該高さに応じて
血圧値を補正することを特徴とする請求項１１に記載の生体状態推定装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、脈波伝播時間を計測する脈波伝播時間計測装置、及び該脈波伝播時間計測装
置を用いた生体状態推定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば、動脈硬化度の評価や血管寿命の推定などの指標として、生体の動脈内を
脈波が伝播する時間（例えば心電図のＲ波から脈波出現までの時間）であり、血圧の変化
を反映する脈波伝播時間が用いられている。
【０００３】
　ここで、特許文献１には、脈波伝播時間から収縮期血圧を算出する技術（非侵襲的連続
血圧モニタリング装置）が開示されている。この技術では、被験者の耳朶又は指先に装着
された光電式脈波センサ（耳朶光電脈波センサ又は指尖光電脈波センサ）によって取得さ
れた脈波信号と、被験者に装着されたＥＣＧセンサにより取得された心電信号とから脈波
伝播時間を算出し、算出した脈波伝播時間と、血圧算出式とを用いて収縮期血圧を求めて
いる。さらに、この技術では、３軸の加速度検出センサを被験者に装着して、検出データ
から被験者の姿勢や動作を検出し、被験者の血圧データと動作データを時系列で同時に取
得することで、血圧の変動と姿勢・動作とを同時にモニタリングすることも可能としてい
る。
【０００４】
　一方、特許文献２には、皮膚下に存在する頸動脈の分岐部を検出し、その分岐部に基づ
いて定められた一定の脈波検出位置から脈波を検出することにより、正確な脈波伝播時間
（速度）情報を得るようにした脈波伝播時間（速度）情報測定装置が開示されている。こ
の脈波伝播時間（速度）情報測定装置を用いて脈波伝播時間情報を得る際には、まず、頸
動脈内の圧力変化に対応する頸動脈波を検出する圧脈波検出センサが、生体の頸部に装着
バンドを用いて頸動脈上に装着される。この頸動脈は、総頸動脈とそこから分岐する１対
の内頸動脈および外頸動脈とから成り、総頸動脈から１対の内頸動脈および外頸動脈が分
岐する分岐部（分岐点）上に押圧面が押圧されるように、圧脈波検出センサが装着される
。そして、頸動脈の分岐点に基づいて動脈の脈波検出位置が決定されると、その脈波検出
位置から得られた圧脈波の基準点が決定され、その圧脈波の基準点から脈波伝播時間情報
が算出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－１０５号公報
【特許文献２】特開２００１－１６１６４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したように、特許文献１の技術（非侵襲的連続血圧モニタリング装置）によれば、
取得した脈波伝播時間から血圧を算出すると同時に、被験者の姿勢や動作を検出すること
により、血圧の変動（脈波伝播時間の変動）と被験者の姿勢や動作とを同時にモニタリン
グすることができる。また、特許文献２の技術（脈波伝播時間（速度）情報測定装置）に
よれば、頸動脈の分岐部位に基づいて脈波検出位置が決定され、その脈波検出位置から得
られた圧脈波の基準点に基づいて脈波伝播時間情報が算出されることから、動脈上の脈波
検出位置が一定の位置となるので、脈波伝播時間情報が正確に算出される。
【０００７】
　ところで、脈波伝播時間は、被験者（使用者）の姿勢や測定部位によって値が変化する
。しかしながら、特許文献１の技術（非侵襲的連続血圧モニタリング装置）及び特許文献
２の技術（脈波伝播時間（速度）情報測定装置）では、その点が考慮されていない。すな
わち、特許文献１の装置では耳朶などで脈波信号を取得しているが、左右のどちらの耳朶
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で取得するかにより、例えば、左右の側臥位時の脈波伝播時間が変化し、脈波伝播時間の
測定誤差になる。
【０００８】
　同様に、特許文献２の装置では頸動脈で脈波信号を取得しているが、左右のどちらの頸
動脈で取得するかによって、例えば、左右の側臥位時の脈波伝播時間が変化し、脈波伝播
時間の測定誤差になる。また、この場合、頸動脈上から少しずれると測定部位が毛細血管
に変わり、脈波信号の振幅が減少し、脈波伝播時間の測定値も変化するおそれがある。す
なわち、位置依存性が大きい。そのため、脈波伝播時間の測定中に脈波信号の取得部位が
ずれないようにする必要があり、安定して測定することが難しい。よって、例えば、睡眠
中に脈波伝播時間を測定しようとした場合には、寝返りなどによって測定位置がずれると
安定して測定できなくなるおそれがある。
【０００９】
　このように、上述した特許文献１，２の技術では、例えば、比較的長時間（例えば数時
間程度）連続して脈波伝播時間を計測し、その変動傾向を見ようとした場合など、脈波伝
播時間の計測中（例えば睡眠中など）に使用者の姿勢が変化した場合、姿勢が変化する前
後で取得される脈波伝播時間が変化し（例えば寝返りを打った場合には、寝返りの前後で
取得される脈波伝播時間が変化し）、連続して、安定的に脈波伝播時間を取得することが
できないおそれがあった。
【００１０】
　本発明は、上記問題点を解消する為になされたものであり、脈波伝播時間の計測中に使
用者の姿勢が変化した場合であっても、連続して、より安定的に脈波伝播時間を取得する
ことが可能な脈波伝播時間計測装置、及び該脈波伝播時間計測装置を用いた生体状態推定
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る脈波伝播時間計測装置は、心電信号を検出する心電電極と、脈波信号を検
出する脈波センサと、心電電極により検出された心電信号と、脈波センサにより検出され
た脈波信号とのピーク時間差に応じて、脈波伝播時間を取得する脈波伝播時間取得手段と
を備え、脈波センサが、脈波伝播時間取得手段により脈波伝播時間が取得される際に、使
用者の頸部の正中線近傍において頸部と接触するように配置されることを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る脈波伝播時間計測装置によれば、脈波伝播時間が取得される際に、脈波セ
ンサが、使用者の頸部の正中線近傍において頸部と接触するように配置される。そして、
頸部の正中線近傍で検出された脈波信号を用いて脈波伝播時間が取得される。そのため、
頸部の正中線近傍以外の部位、例えば、首の左右で脈波信号を取得する場合に比べて、姿
勢（例えば、左右側臥位、仰臥位）の変化に対する脈波伝播時間の変動を小さくすること
ができる。よって、使用者の姿勢が変化するような状況（例えば、睡眠中に寝返りをした
場合など）でも脈波伝播時間の変動が小さく、測定値を安定させることができる。その結
果、脈波伝播時間の計測中に使用者の姿勢が変化した場合であっても、連続して、より安
定的に脈波伝播時間を取得することが可能となる。
【００１３】
　特に、本発明に係る脈波伝播時間計測装置では、脈波伝播時間が取得される際に、脈波
センサが、使用者の頸部後側の正中線近傍において頸部と接触するように配置されること
が好ましい。
【００１４】
　この場合、脈波センサが、脈波伝播時間が取得される際に、使用者の頸部後側の正中線
近傍において頸部と接触するように配置される。そのため、頸部前側の正中線近傍におい
て頸部と接触する形態と比較して、より容易に、かつ違和感なく装着することができる。
また、脈波センサと頸部表面との接触をより安定させることが可能となる。
【００１５】
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　本発明に係る脈波伝播時間計測装置は、使用者の頸部の周方向に沿って装着可能な装着
部材を備え、脈波センサの表面が装着部材の表面と略同一に形成され、かつ、脈波センサ
が、装着部材の略中央部であって、装着部材が使用者の頸部に装着されたときに、使用者
の頸部後側の正中線近傍において頸部と接触する位置に配設されることが好ましい。
【００１６】
　この場合、脈波センサの表面が、装着部材の表面と略同一に形成されている。すなわち
、脈波センサが装着部材の表面から突出していないため、例えば、仰臥位のときに頸部の
後ろが脈波センサの上に乗ったとしても使用者に痛みを与えることがない。また、脈波セ
ンサの表面が凹んでもいないため、頸部の後ろの皮膚と脈波センサとを確実に密着させる
ことができ、より安定して脈波伝播時間を測定することが可能となる。
【００１７】
　本発明に係る脈波伝播時間計測装置は、脈波伝播時間取得手段により脈波伝播時間が取
得されているときの使用者の姿勢を検知する姿勢検知手段と、姿勢検知手段により検知さ
れた姿勢に応じて、取得された脈波伝播時間の時系列データを姿勢毎に分類する分類手段
と、分類手段により姿勢毎に分類された脈波伝播時間の時系列データに基づいて、脈波伝
搬時間の変動を求める変動取得手段とをさらに備えることが好ましい。
【００１８】
　この場合、取得された脈波伝播時間の時系列データが姿勢毎に分類され、姿勢毎に分類
された脈波伝播時間の時系列データに基づいて、脈波伝搬時間の変動が求められる。その
ため、例えば、姿勢毎に、取得データ（脈波伝播時間の時系列データ）を採用するか、採
用しないかを決定したり、補正したりすることができる。その結果、脈波伝播時間の計測
中に使用者の姿勢が変化した場合であっても、連続して、より安定的に脈波伝播時間の変
動を取得することが可能となる。
【００１９】
　本発明に係る脈波伝播時間計測装置では、変動取得手段が、分類された姿勢の中から基
準とする姿勢を設定し、該基準姿勢に合わせて、該基準姿勢と異なる姿勢に分類された脈
波伝播時間の時系列データを補正するとともに、基準姿勢の脈波伝播時間の時系列データ
、及び、補正した脈波伝播時間の時系列データに基づいて、脈波伝搬時間の変動を求める
ことが好ましい。
【００２０】
　この場合、分類された姿勢の中から基準とする姿勢が設定され、該基準姿勢に合わせて
、該基準姿勢と異なる姿勢に分類された脈波伝播時間の時系列データが補正される。そし
て、基準姿勢における脈波伝播時間の時系列データ、及び、補正された（補正後の）脈波
伝播時間の時系列データに基づいて、脈波伝搬時間の変動が求められる。すなわち、脈波
伝播時間の計測中に使用者の姿勢が変化した場合には、基準姿勢に合わせて（すなわち基
準姿勢で取得されたと仮定した場合のデータとなるように）、該基準姿勢と異なる姿勢に
分類された脈波伝播時間の時系列データが補正される。そのため、脈波伝播時間の計測中
に使用者の姿勢が変化した場合であっても、連続して、より安定的に脈波伝播時間の変動
を取得することが可能となる。
【００２１】
　本発明に係る脈波伝播時間計測装置では、変動取得手段が、取得された脈波伝搬時間の
時系列データの時間が最も長い姿勢を基準姿勢として設定することが好ましい。
【００２２】
　この場合、取得された脈波伝搬時間の時系列データの時間が最も長い姿勢が基準姿勢と
して設定される。そのため、取得された脈波伝搬時間の全時系列データに対する、補正を
要する時系列データの割合を小さくすることができる。よって、より精度よく脈波伝播時
間の変動を取得することができ、また、補正に要する処理負荷を低減することができる。
【００２３】
　本発明に係る脈波伝播時間計測装置では、変動取得手段が、姿勢毎の脈波伝播時間の時
系列データを曲線で近似したときの近似曲線の相関係数が大きくなるように、姿勢毎の脈
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波伝播時間の時系列データを補正し、補正後の時系列データから脈波伝播時間の変動を求
めることが好ましい。
【００２４】
　この場合、近似曲線の相関係数が大きくなるように、姿勢毎の脈波伝播時間の時系列デ
ータが補正され、補正後の時系列データから脈波伝播時間の変動が求められる。そのため
、基準姿勢と異なる姿勢に分類された脈波伝播時間の時系列データを、基準姿勢に合わせ
て（すなわち基準姿勢で取得されたと仮定したデータとなるように）、適切に補正するこ
とが可能となる。
【００２５】
　本発明に係る脈波伝播時間計測装置では、変動取得手段が、分類された脈波伝播時間の
時系列データの内、所定の姿勢の脈波伝播時間の時系列データのみに基づいて、脈波伝搬
時間の変動を求めることも好ましい。
【００２６】
　この場合、分類された脈波伝播時間の時系列データの内、所定の姿勢の脈波伝播時間の
時系列データのみに基づいて、脈波伝搬時間の変動が求められる。すなわち、脈波伝播時
間の計測中に使用者の姿勢が変化した場合には、取得されたデータの内、所定の姿勢と異
なる姿勢に分類された脈波伝播時間の時系列データを除いて、脈波伝播時間の変動が求め
られる。そのため、脈波伝播時間の計測中に使用者の姿勢が変化したとしても、精度よく
脈波伝播時間の変動を取得することが可能となる。
【００２７】
　本発明に係る脈波伝播時間計測装置では、分類手段が、脈波伝播時間の時系列データを
、少なくとも、立位、倒立位、仰臥位、左側臥位、右側臥位、及び伏臥位を含む姿勢毎に
分類することが好ましい。
【００２８】
　この場合、脈波伝播時間の時系列データが、少なくとも、立位、倒立位、仰臥位、左側
臥位、右側臥位、及び伏臥位を含む姿勢毎に分類される。そのため、脈波伝播時間を取得
しているときの姿勢をより細かく分類でき、例えば、使用者が寝ているときの脈波伝播時
間の変動傾向を見たいときなどに、使用者の姿勢が変化した場合（例えば寝返りを打った
場合）であっても、より適切に補正することができ、連続して、より安定的に脈波伝播時
間の変動を取得することが可能となる。
【００２９】
　本発明に係る脈波伝播時間計測装置では、姿勢検知手段が、重力加速度がかかる方向を
検知する加速度センサであり、脈波センサ及び加速度センサが、互いに近接して配設され
ていることが好ましい。
【００３０】
　この場合、脈波センサ及び加速度センサが、使用者の頸部（首）に、互いに近接して配
設されている。そのため、脈波伝播時間を計測している部位の姿勢を正確に取得すること
ができ、姿勢判定と脈波伝播時間との相関を高めることが可能となる。
【００３１】
　本発明に係る生体状態推定装置は、上記いずれかの脈波伝播時間計測装置と、取得され
た脈波伝播時間の変動データ、及び予め定められている脈波伝播時間と血圧との関係に基
づいて、血圧変動を推定する血圧変動推定手段とを備えることを特徴とする。
【００３２】
　本発明に係る生体状態推定装置によれば、上記いずれかの脈波伝播時間計測装置を備え
ているため、脈波伝播時間の計測中に使用者の姿勢が変化した場合であっても、連続して
、より安定的に脈波伝播時間の変動を取得することができる。よって、脈波伝播時間の計
測中に使用者の姿勢が変化した場合（例えば睡眠中に寝返りを打ったような場合）であっ
ても、連続して、より安定的に血圧変動を推定することが可能となる。
【００３３】
　本発明に係る生体状態推定装置では、血圧変動推定手段が、予め、姿勢検知手段の出力
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信号と、使用者の姿勢との関係のキャリブレーションを行うとともに、基準とする姿勢か
らの角度のずれと、心臓から脈波計測部位までの高さとの関係式を求めて記憶し、脈波伝
播時間の計測時に、キャリブレーションの結果に基づいて、使用者の姿勢と、基準となる
姿勢との角度のずれを算出し、脈波伝播時間から血圧値を演算する際に、算出された角度
のずれと、予め記憶されている前記関係式とに基づいて、心臓から脈波計測部位までの高
さを求め、当該高さに応じて血圧値を補正することが好ましい。
【００３４】
　ところで、脈波伝播時間は、脈波信号を取得する部位の心臓からの高さによって大きく
変動するため、少しの姿勢変化でも変動する。しかしながら、この場合、脈波伝播時間の
計測時に、事前に行われたキャリブレーションの結果に基づいて、使用者の姿勢と、基準
となる姿勢との角度のずれが算出され、脈波伝播時間から血圧値が演算される際に、算出
された角度のずれと、予め記憶されている上記関係式とに基づいて、心臓から脈波計測部
位までの高さが求められ、当該高さに応じて血圧値が補正される。そのため、大きな姿勢
変化（例えば、上述した６姿勢）だけでなく、基準となる姿勢からの角度のずれを細かく
算出することで、より正確に血圧値を推定することが可能となる。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、脈波伝播時間の計測中に使用者の姿勢が変化した場合であっても、連
続して、より安定的に脈波伝播時間を取得することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】実施形態に係る脈波伝播時間計測装置を用いたネックバンド型の血圧変動推定装
置の外観を示す平面図である。
【図２】実施形態に係る脈波伝播時間計測装置を用いたネックバンド型の血圧変動推定装
置の外観を示す斜視図である。
【図３】実施形態に係る脈波伝播時間計測装置を用いた血圧変動推定装置の構成を示すブ
ロック図である。
【図４】測定部位と姿勢（仰臥位、左側臥位、右側臥位）と脈波伝播時間との関係を示す
図である。
【図５】実施形態に係る血圧変動推定装置による血圧変動推定処理の処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、図中、
同一又は相当部分には同一符号を用いることとする。また、各図において、同一要素には
同一符号を付して重複する説明を省略する。なお、ここでは、脈波伝播時間計測装置を血
圧変動推定装置（請求の範囲に記載の生体状態推定装置に相当）に適用した場合を例にし
て説明する。
【００３８】
　まず、図１～図３を併せて用いて、実施形態に係る脈波伝播時間計測装置１を用いた血
圧変動推定装置３の構成について説明する。図１は、脈波伝播時間計測装置１を用いたネ
ックバンド型の血圧変動推定装置３の外観を示す平面図である。また、図２は、脈波伝播
時間計測装置１を用いたネックバンド型の血圧変動推定装置３の外観を示す斜視図である
。図３は、脈波伝播時間計測装置１を用いた血圧変動推定装置３の構成を示すブロック図
である。
【００３９】
　血圧変動推定装置３は、心電信号及び光電脈波信号を検出し、検出した心電信号（心電
波）のＲ波ピークと光電脈波信号（脈波）のピーク（立ち上がり点）との時間差から脈波
伝播時間を計測し、計測した脈波伝播時間の時系列データに基づいて、使用者の血圧の変
動を推定する。特に、血圧変動推定装置３は、脈波伝播時間の計測中に使用者の姿勢が変
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化した場合であっても、連続して、より安定的に脈波伝播時間を取得する機能を有してい
る。また、血圧変動推定装置３は、使用者の姿勢を検知して分類し、その分類結果に基づ
いて脈波伝播時間を補正し、補正後の脈波伝播時間の時系列データに基づいて、血圧の変
動を推定する機能を有している。
【００４０】
　そのため、血圧変動推定装置３は、主として、心電信号を検出するための一対の心電電
極１５，１５、光電脈波信号を検出するための光電脈波センサ２０、使用者の姿勢を検知
するための加速度センサ２２、及び、検出された心電信号と光電脈波信号から脈波伝播時
間を計測・補正して血圧の変動を推定する信号処理部３１を備えている。
【００４１】
　ここで、本実施形態では、図１，２に示されるように、血圧変動推定装置３をネックバ
ンド型とした。血圧変動推定装置３は、例えば、図２に示されるように、頸部（首筋）に
装着することにより脈波伝播時間の時系列データを取得して血圧の変動を推定するもので
あり、使用者の頸部の後ろ側から頸部を挟むように弾性的に装着される概略Ｕ字形（或は
Ｃ字形）のネックバンド１３（請求の範囲に記載の装着部材に相当）と、ネックバンド１
３の両端に配設されることで使用者の頸部の両側に接触するセンサ部１１，１２と、ネッ
クバンド１３中央部に配設されることで使用者の頸部の後側正中線近傍に接触するセンサ
部１４とを備えている。
【００４２】
　ネックバンド１３は、使用者の頸部の周方向に沿って装着可能なものである。すなわち
、ネックバンド１３は、図２に示されるように、使用者の一方の頸部側方から他方の頸部
側方まで、使用者の頸部後方に沿って装着される。より具体的には、ネックバンド１３は
、例えば、帯状の板バネと、この板バネの周囲を覆うゴム被覆を有して構成されている。
そのため、ネックバンド１３は、内側に縮むように付勢されており、使用者がネックバン
ド１３を装着した場合に、ネックバンド１３（センサ部１１，１２，１４）が使用者の頸
部に接触した状態で保持される。
【００４３】
　なお、ゴム被覆としては、生体適合性を有するものを用いることが好ましい。また、ゴ
ム被覆に代えて例えばプラスチックからなる被覆を用いることもできる。ゴム被覆の中に
は、センサ部１１，１２，１４を電気的に接続するケーブルも配線されている。ここで、
ケーブルは、ノイズを低減するために、同軸とすることが望ましい。
【００４４】
　センサ部１１，１２は、一対の心電電極１５，１５を有している。心電電極１５として
は、例えば、銀・塩化銀、導電ゲル、導電ゴム、導電プラスチック、金属（ステンレス、
Ａｕ等の腐食に強く金属アレルギーの少ないものが好ましい）、導電布、金属表面を絶縁
層でコーティングした容量性結合電極等を用いることができる。ここで、導電布としては
、例えば、導電性を有する導電糸からなる織物や編物、不織布が用いられる。また、導電
糸としては、例えば、樹脂糸の表面をＡｇなどでめっきしたものや、カーボンナノチュー
ブ・コーティングを施したもの、ＰＥＤＯＴなどの導電性高分子をコーティングしたもの
を用いることができる。また、導電性を有する導電性ポリマー糸を用いてもよい。なお、
本実施形態では、心電電極１５として、矩形の平面状に形成した導電布１５を用いた。一
対の心電電極１５，１５それぞれは、信号処理部３１と接続されており、心電信号を信号
処理部３１へ出力する。
【００４５】
　また、センサ部１４には、脈波伝播時間を取得しているときの使用者（頸部）の姿勢を
検出する加速度センサ２２が取り付けられている。すなわち、加速度センサ２２は、請求
の範囲に記載の姿勢検知手段として機能する。加速度センサ２２は、重力加速度Ｇがかか
る方向（すなわち鉛直方向）を検知する３軸加速度センサであり、その検出信号から、使
用者が、例えば、立っているのか、寝ているのかなどを判定することができる。
【００４６】
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　より具体的には、使用者の身体に対して、加速度センサ２２がどういう位置関係にある
のかを予めキャリブレーションしておき、例えば、加速度センサ２２の出力に対して、使
用者が立っているときに重力加速度がかかる方向を下方向（鉛直方向）として座標変換す
ることにより、使用者の姿勢を判定することができる。加速度センサ２２も、信号処理部
３１と接続されており、検出信号（３軸加速度データ）を信号処理部３１へ出力する。な
お、加速度センサ２２に代えて、例えば、ジャイロセンサ等を用いることもできる。
【００４７】
　センサ部１４の内面（頸部と接触する面）には、加速度センサ２２の近傍に、発光素子
２０１および受光素子２０２を有し、光電脈波信号を検出する光電脈波センサ２０が配設
されている。光電脈波センサ２０は、血中ヘモグロビンの吸光特性を利用して、光電脈波
信号を光学的に検出するセンサである。
【００４８】
　上述したように、センサ部１４（光電脈波センサ２０）は、ネックバンド１３の略中央
部に配設される。そのため、光電脈波センサ２０（センサ部１４）は、ネックバンド１３
が使用者の頸部に装着されたときに（すなわち、脈波伝播時間が取得される際に）、使用
者の頸部後側の正中線（又はその近傍）において頸部と接触する位置に配置される。なお
、光電脈波センサ２０は、表面が、ネックバンド１３の表面と同一（又は略同一）となる
ように形成されている。
【００４９】
　光電脈波センサ２０及び加速度センサ２２は、互いに近接して配設されており、使用時
（計測時）には、使用者の頸部（首）に装着されることとなる。このように、光電脈波セ
ンサ２０と姿勢を判定するための加速度センサ２２とを同じ部位に装着することで、姿勢
判定と脈波伝播時間の相関を高めることができる。また、手足等ではなく頸部に装着する
ことで、手足の血管内血圧ではなく、脳卒中や心筋梗塞等のリスクと相関が高いと推測さ
れる頸部の血管内血圧の推定ができる。さらに、複数のセンサを別々の部位に装着するの
ではなく頸部に集約することで装着の煩雑さを低減でき、また日常行動への制約を小さく
することもできる。なお、加速度センサ２２は、光電脈波センサ２０の近傍に配置するこ
とが望ましいが、光電脈波センサ２０との相対位置が変動しない構造であれば、装置内の
他の箇所に配置してもよい。
【００５０】
　発光素子２０１は、後述する信号処理部３１の駆動部３５０から出力されるパルス状の
駆動信号に応じて発光する。発光素子２０１としては、例えば、ＬＥＤ、ＶＣＳＥＬ（Ｖ
ｅｒｔｉｃａｌ　Ｃａｖｉｔｙ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ＬＡＳＥＲ）、又
は共振器型ＬＥＤ等を用いることができる。なお、駆動部３５０は、発光素子２０１を駆
動するパルス状の駆動信号を生成して出力する。
【００５１】
　受光素子２０２は、発光素子２０１から照射され、頸部を透過して、又は頸部に反射し
て入射される光の強さに応じた検出信号を出力する。受光素子２０２としては、例えば、
フォトダイオードやフォトトランジスタ等が好適に用いられる。本実施形態では、受光素
子２０２として、フォトダイオードを用いた。
【００５２】
　受光素子２０２は、信号処理部３１に接続されており、受光素子２０２で得られた検出
信号（光電脈波信号）は信号処理部３１に出力される。
【００５３】
　また、センサ部１１の内部には、光電脈波センサ２０や、信号処理部３１、無線通信モ
ジュール６０などに電力を供給するバッテリ（図示省略）が収納されている。センサ部１
２の内部には、信号処理部３１、及び、血圧変動や、計測した脈波伝播時間、心電信号、
光電脈波信号などの生体情報を外部の機器に送信する無線通信モジュール６０が収納され
ている。
【００５４】
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　上述したように、一対の心電電極１５，１５、及び光電脈波センサ２０それぞれは、信
号処理部３１に接続されており、検出された心電信号及び光電脈波信号が信号処理部３１
に入力される。また、加速度センサ２２も、信号処理部３１に接続されており、検出され
た３軸加速度信号が信号処理部３１に入力される。
【００５５】
　信号処理部３１は、入力された心電信号を処理して、心拍数や心拍間隔などを計測する
。また、信号処理部３１は、入力された光電脈波信号を処理して、脈拍数や脈拍間隔など
を計測する。さらに、信号処理部３１は、検出した心電信号（心電波）のＲ波ピークと光
電脈波信号（もしくは加速度脈波信号）のピーク（立ち上がり点）との時間差から脈波伝
播時間等を計測する。そして、信号処理部３１は、計測した脈波伝播時間の時系列データ
（変動）から使用者の血圧の変動を推定する。
【００５６】
　そのため、信号処理部３１は、心電信号増幅部３１１、脈波信号増幅部３２１、第１信
号処理部３１０、第２信号処理部３２０、ピーク検出部３１６，３２６、ピーク補正部３
１８，３２８、脈波伝播時間計測部３３０、姿勢分類部３４０、脈波伝播時間変動取得部
３４１、及び血圧変動推定部３４２を有している。また、上記第１信号処理部３１０は、
アナログフィルタ３１２、Ａ／Ｄコンバータ３１３、ディジタルフィルタ３１４を有して
いる。一方、第２信号処理部３２０は、アナログフィルタ３２２、Ａ／Ｄコンバータ３２
３、ディジタルフィルタ３２４、２階微分処理部３２５を有している。
【００５７】
　ここで、上述した各部の内、ディジタルフィルタ３１４，３２４、２階微分処理部３２
５、ピーク検出部３１６，３２６、ピーク補正部３１８，３２８、脈波伝播時間計測部３
３０、姿勢分類部３４０、脈波伝播時間変動取得部３４１、及び血圧変動推定部３４２は
、演算処理を行うＣＰＵ、該ＣＰＵに各処理を実行させるためのプログラムやデータを記
憶するＲＯＭ、及び演算結果などの各種データを一時的に記憶するＲＡＭ等により構成さ
れている。すなわち、ＲＯＭに記憶されているプログラムがＣＰＵによって実行されるこ
とにより、上記各部の機能が実現される。
【００５８】
　心電信号増幅部３１１は、例えばオペアンプ等を用いた増幅器により構成され、一対の
心電電極（導電布）１５，１５により検出された心電信号を増幅する。心電信号増幅部３
１１で増幅された心電信号は、第１信号処理部３１０に出力される。同様に、脈波信号増
幅部３２１は、例えばオペアンプ等を用いた増幅器により構成され、光電脈波センサ２０
により検出された光電脈波信号を増幅する。脈波信号増幅部３２１で増幅された光電脈波
信号は、第２信号処理部３２０に出力される。
【００５９】
　第１信号処理部３１０は、上述したように、アナログフィルタ３１２、Ａ／Ｄコンバー
タ３１３、ディジタルフィルタ３１４を有しており、心電信号増幅部３１１で増幅された
心電信号に対して、フィルタリング処理を施すことにより拍動成分を抽出する。
【００６０】
　また、第２信号処理部３２０は、上述したように、アナログフィルタ３２２、Ａ／Ｄコ
ンバータ３２３、ディジタルフィルタ３２４、２階微分処理部３２５を有しており、脈波
信号増幅部３２１で増幅された光電脈波信号に対して、フィルタリング処理及び２階微分
処理を施すことにより拍動成分を抽出する。
【００６１】
　アナログフィルタ３１２，３２２、及び、ディジタルフィルタ３１４，３２４は、心電
信号、光電脈波信号を特徴づける周波数以外の成分（ノイズ）を除去し、Ｓ／Ｎを向上す
るためのフィルタリングを行う。より詳細には、心電信号は一般的に０．１から２００Ｈ
ｚの周波数成分、光電脈波信号は０．１から数十Ｈｚ付近の周波数成分が支配的であるた
め、ローパスフィルタやバンドパスフィルタ等のアナログフィルタ３１２，３２２、及び
ディジタルフィルタ３１４，３２４を用いてフィルタリング処理を施し、上記周波数範囲
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の信号のみを選択的に通過させることによりＳ／Ｎを向上する。
【００６２】
　なお、拍動成分の抽出のみを目的とする場合には、ノイズ耐性を向上するために通過周
波数範囲をより狭くして拍動成分以外の成分を遮断してもよい。また、アナログフィルタ
３１２，３２２とディジタルフィルタ３１４，３２４は必ずしも両方備える必要はなく、
アナログフィルタ３１２，３２２とディジタルフィルタ３１４，３２４のいずれか一方の
みを設ける構成としてもよい。なお、アナログフィルタ３１２、ディジタルフィルタ３１
４によりフィルタリング処理が施された心電信号は、ピーク検出部３１６へ出力される。
同様に、アナログフィルタ３２２、ディジタルフィルタ３２４によりフィルタリング処理
が施された光電脈波信号は、２階微分処理部３２５へ出力される。
【００６３】
　２階微分処理部３２５は、光電脈波信号を２階微分することにより、２階微分脈波（加
速度脈波）信号を取得する。取得された加速度脈波信号は、ピーク検出部３２６へ出力さ
れる。なお、光電脈波のピーク（立ち上がり点）は変化が明確でなく検出しにくいことが
あるため、加速度脈波に変換してピーク検出を行うことが好ましいが、２階微分処理部３
２５を設けることは必須ではなく、省略した構成としてもよい。
【００６４】
　ピーク検出部３１６は、第１信号処理部３１０により信号処理が施された（拍動成分が
抽出された）心電信号のピーク（Ｒ波）を検出する。一方、ピーク検出部３２６は、第２
信号処理部３２０によりフィルタリング処理が施された光電脈波信号（加速度脈波）のピ
ークを検出する。なお、ピーク検出部３１６、及びピーク検出部３２６それぞれは、心拍
間隔、及び脈拍間隔の正常範囲内においてピーク検出を行い、検出したすべてのピークに
ついて、ピーク時間、ピーク振幅等の情報をＲＡＭ等に保存する。
【００６５】
　ピーク補正部３１８は、第１信号処理部３１０（アナログフィルタ３１２、Ａ／Ｄコン
バータ３１３、ディジタルフィルタ３１４）における心電信号の遅延時間を求める。ピー
ク補正部３１８は、求めた心電信号の遅延時間に基づいて、ピーク検出部３１６により検
出された心電信号のピークを補正する。同様に、ピーク補正部３２８は、第２信号処理部
３２０（アナログフィルタ３２２、Ａ／Ｄコンバータ３２３、ディジタルフィルタ３２４
、２階微分処理部３２５）における光電脈波信号の遅延時間を求める。ピーク補正部３２
８は、求めた光電脈波信号の遅延時間に基づいて、ピーク検出部３２６により検出された
光電脈波信号（加速度脈波信号）のピークを補正する。補正後の心電信号のピーク、及び
補正後の光電脈波信号（加速度脈波）のピークは、脈波伝播時間計測部３３０に出力され
る。なお、ピーク補正部３１８を設けることは必須ではなく、省略した構成としてもよい
。
【００６６】
　脈波伝播時間計測部３３０は、ピーク補正部３１８により補正された心電信号のＲ波ピ
ークと、ピーク補正部３２８により補正された光電脈波信号（加速度脈波）のピークとの
間隔（時間差）から脈波伝播時間を時系列的に取得する。すなわち、脈波伝播時間計測部
３３０は、請求の範囲に記載の脈波伝播時間取得手段として機能する。
【００６７】
　脈波伝播時間計測部３３０は、脈波伝播時間に加えて、例えば、心電信号から心拍数、
心拍間隔、心拍間隔変化率等も算出する。同様に、脈波伝播時間計測部３３０は、光電脈
波信号（加速度脈波）から脈拍数、脈拍間隔、脈拍間隔変化率等も算出する。なお、取得
された脈波伝播時間の時系列データは、姿勢分類部３４０に出力される。
【００６８】
　姿勢分類部３４０は、加速度センサ２２の検出信号（３軸加速度データ）に基づいて使
用者の姿勢を判定（推定）するとともに、判定した姿勢に応じて、脈波伝播時間の時系列
データを姿勢毎に分類する。より具体的には、姿勢分類部３４０は、脈波伝播時間の時系
列データを、少なくとも、立位、倒立位、仰臥位、左側臥位、右側臥位、及び伏臥位を含
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む姿勢毎に分類する。すなわち、姿勢分類部３４０は、請求の範囲に記載の分類手段とし
て機能する。
【００６９】
　ここで、測定部位（頸部左側面、頸部右側面、頸部後側正中線）と姿勢（仰臥位、左側
臥位、右側臥位）と脈波伝播時間との関係を図４に示す。図４に示されるように、光電脈
波センサ２０を頸部（首）の左側に装着している場合（破線参照）、左側臥位のときに（
右側臥位、仰臥位に対して）脈波伝播時間が短くなる。一方、光電脈波センサ２０を頸部
（首）の右側に装着している場合（一点鎖線参照）、右側臥位のときに（左側臥位、仰臥
位に対して）脈波伝播時間が短くなる。これらは、下側にある方が血圧が高くなり、脈波
伝播時間が短くなるためである。
【００７０】
　これらと比較して、光電脈波センサ２０を頸部後側の正中線近傍に装着している場合（
実線参照）、脈波伝播時間の姿勢依存性が小さくなる。すなわち、姿勢が変化した場合で
あっても脈波伝播時間の変動が小さくなる。これは、光電脈波センサ２０を頸部後側の正
中線近傍に装着した場合、姿勢が変化（仰臥位、左側臥位、右側臥位）したときの心臓に
対する高さの変化が小さくなるためである。そのため、例えば、図２に示されたように血
圧変動推定装置３を頸部（首）に装着した場合、頸部の後側正中線近傍で脈波伝播時間を
測定した場合には、頸部の左右で測定した場合と比較して、姿勢の変化に対する脈波伝播
時間の変化を小さくすることができる。なお、姿勢分類部３４０による脈波伝播時間の分
類結果（分類された脈波伝播時間の時系列データ）は脈波伝播時間変動取得部３４１に出
力される。
【００７１】
　脈波伝播時間変動取得部３４１は、姿勢分類部３４０により姿勢毎に分類された脈波伝
播時間の時系列データに基づいて、脈波伝搬時間の変動を求める。すなわち、脈波伝播時
間変動取得部３４１は、請求の範囲に記載の変動取得手段として機能する。
【００７２】
　より具体的には、脈波伝播時間変動取得部３４１は、まず、分類された姿勢の中から基
準とする姿勢（例えば仰臥位）を設定し、該基準姿勢に合わせて、該基準姿勢と異なる姿
勢（例えば、立位、倒立位、左側臥位、右側臥位、及び伏臥位）に分類された脈波伝播時
間の時系列データを補正する。そして、脈波伝播時間変動取得部３４１は、基準姿勢にお
ける脈波伝播時間の時系列データ、及び、補正された（補正後の）脈波伝播時間の時系列
データに基づいて、脈波伝搬時間の変動を求める。
【００７３】
　その際に、脈波伝播時間変動取得部３４１は、取得された脈波伝搬時間の時系列データ
の時間が最も長い姿勢（例えば仰臥位）を基準姿勢として設定する。そして、脈波伝播時
間変動取得部３４１は、姿勢毎の脈波伝播時間の時系列データを曲線で近似したときの近
似曲線の相関係数が大きくなるように（好ましくは最大となるように）、姿勢毎の脈波伝
播時間の時系列データを補正し、補正後の時系列データから脈波伝播時間の変動を求める
。このように、近似曲線の相関係数が大きくなるように、姿勢毎の脈波伝播時間を補正し
、補正後の時系列データから脈波伝播時間の変動傾向を推定することで、姿勢変化がある
場合でも長時間の脈波伝播時間変動傾向（血圧変動傾向）を煩雑な較正なしに推定できる
。なお、上記近似曲線の求め方としては、例えば、最小二乗法を用いることができる。
【００７４】
　なお、上述した方法に代えて、各姿勢毎の脈波伝播時間をそれぞれ時系列に並べ、それ
ぞれについて近似曲線を求めてもよい。この場合、複数の近似曲線が算出されるが、所定
の時間割合以上の姿勢の近似曲線のうち、その相関係数が大きい近似曲線を選択する。脈
波伝播時間変動取得部３４１により取得された脈波伝播時間の変動データは、血圧変動推
定部３４２に出力される。
【００７５】
　血圧変動推定部３４２は、補正後の脈波伝播時間の変動データ、及び予め定められてい



(13) JP 6583427 B2 2019.10.2

10

20

30

40

50

る脈波伝播時間と血圧との関係（相関式）に基づいて、血圧変動を推定する。すなわち、
血圧変動推定部３４２は、請求の範囲に記載の血圧変動推定手段として機能する。ここで
、血圧変動推定部３４２は、例えば、予め求めておいた基準姿勢（例えば仰臥位）での脈
波伝播時間と血圧との相関式から血圧変動を推定することで、補正後の脈波伝播時間変動
から血圧変動を推定することができる。なお、脈波伝播時間と血圧との相関式は、仰臥位
以外の姿勢で求めてもよいし、複数の姿勢毎に求めてもよい。
【００７６】
　さらに、血圧変動推定部３４２は、推定した血圧変動から、ディッパー型、ノンディッ
パー型、ライザー型、エクストリームディッパー型の分類を行う。ここで、正常な場合は
、睡眠中に血圧が低下するディッパー型となるが、高血圧患者は夜間血圧が高い、もしく
は低下せず（ライザー型、ノンディッパー型）脳卒中や心筋梗塞等のリスクが増大する。
また、降圧剤服用者では睡眠中血圧が低下し過ぎ（エクストリームディッパー型）、脳卒
中や心筋梗塞等のリスクが増大する場合がある。そのため、睡眠中の血圧変動を取得する
ことにより、ライザー型、ノンディッパー型、エクストリームディッパー型といった判定
ができる。
【００７７】
　なお、血圧変動推定部３４２は、事前に、装着状態で姿勢判定のためのキャリブレーシ
ョン、すなわち、加速度センサ２２の出力信号（鉛直方向）と、使用者の姿勢（例えば立
位や仰臥位）との関係のキャリブレーションを行うとともに、基準とする姿勢からの角度
のずれ（ずれ角度）と、心臓から脈波測定部位（すなわち光電脈波センサ２０の装着部位
）までの高さとの関係式を求めてＲＡＭ等のメモリに記憶し、脈波伝播時間の計測時（使
用時）に、事前に行ったキャリブレーションの結果に基づいて、加速度センサ２２により
検知された使用者の姿勢と、基準となる姿勢との角度のずれ（ずれ角度）を算出し、脈波
伝播時間から血圧値を演算する際に、算出された角度のずれ（ずれ角度）と、予め記憶さ
れている上記関係式とに基づいて、心臓から脈波測定部位（光電脈波センサ２０の装着部
位）までの高さを求め、当該高さに応じて血圧値を補正してもよい。ただし、血圧値は必
ずしも求めなくてもよい。
【００７８】
　推定された血圧変動、血圧値をはじめ、算出された脈波伝播時間、心拍数、心拍間隔、
脈拍数、脈拍間隔、光電脈波、加速度脈波、３軸加速度等の計測データは、ＲＡＭ等のメ
モリや無線通信モジュール６０等に出力される。ここで、これらの計測データは、メモリ
に保持しておき、日々の変動履歴と共に読み出せるようにしておいてもよいし、パーソナ
ルコンピュータ（ＰＣ）やスマートフォン等の外部機器にリアルタイムに無線で送信する
ようにしてもよい。また、測定中は装置内のメモリに保存しておき、測定終了後に自動的
に外部機器に接続してデータを送信する構成としてもよい。
【００７９】
　次に、図５を参照しつつ、血圧変動推定装置３の動作について説明する。図５は、血圧
変動推定装置３による血圧変動推定処理の処理手順を示すフローチャートである。図５に
示される処理は、主として信号処理部３１によって所定のタイミングで繰り返して実行さ
れる。
【００８０】
　血圧変動推定装置３が頸部に装着され、センサ部１１，１２（心電電極１５，１５）が
頸部の左右に接触するとともに、センサ部１４（光電脈波センサ２０）が頸部の後側正中
線（又はその近傍）に接触すると、ステップＳ１００では、一対の心電電極１５，１５に
より検出された心電信号、及び光電脈波センサ２０により検出された光電脈波信号が読み
込まれる。続くステップＳ１０２では、ステップＳ１００で読み込まれた心電信号、及び
光電脈波信号に対してフィルタリング処理が施される。また、光電脈波信号が２階微分さ
れることにより加速度脈波が取得される。
【００８１】
　続いて、ステップＳ１０４では、例えば、光電脈波センサ２０の受光量に基づいて、脈
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波伝播時間計測装置１の装着状態の判定が行われる。すなわち、光電脈波センサ２０では
、発光素子２０１から照射され、生体を透過して／生体で反射されて戻ってきた光を受光
素子２０２で受けて、その光量の変動を光電脈波信号として検出するため、装置が適切に
装着されていない状態では信号光の受光量が減少する。そこで、ステップＳ１０４では、
受光量が所定値以上であるか否かについての判断が行われる。ここで、受光量が所定値以
上である場合には、ステップＳ１０８に処理が移行する。一方、受光量が所定値未満のと
きには、装着エラーと判定され、ステップＳ１０６において、装着エラー情報（ワーニン
グ情報）が出力される。その後、本処理から一旦抜ける。なお、上述した光電脈波センサ
２０の受光量を用いる方法に代えて、例えば、光電脈波信号の振幅、心電波形のベースラ
インの安定度やノイズ周波数成分比率を用いる方法等を採用することもできる。
【００８２】
　ステップＳ１０８では、加速度センサ２２により検出された頸部の加速度が所定のしき
い値以上であるか否か（すなわち、頸部が動き、体動ノイズが大きくなるか否か）につい
ての判断が行われる。ここで、頸部の加速度が所定のしきい値未満の場合には、ステップ
Ｓ１１２に処理が移行する。一方、頸部の加速度が所定のしきい値以上のときには、ステ
ップＳ１１０において、体動エラー情報が出力された後、本処理から一旦抜ける。
【００８３】
　ステップＳ１１２では、３軸加速度データに基づいて、使用者（測定部位）の姿勢が判
定される。続くステップＳ１１４では、心電信号、光電脈波信号（加速度脈波信号）のピ
ークが検出される。そして、検出された心電信号のＲ波ピークと、光電脈波信号（加速度
脈波）のピークとの時間差（ピーク時間差）が算出される。
【００８４】
　次に、ステップＳ１１６では、心電信号のＲ波ピーク及び光電脈波信号（加速度脈波）
のピークそれぞれの遅延時間（ずれ量）が求められるとともに、求められた遅延時間に基
づいて、心電信号のＲ波ピークと光電脈波信号（加速度脈波）のピークとの時間差（ピー
ク時間差）が補正される。
【００８５】
　続いて、ステップＳ１１８では、ステップＳ１１６で補正されたピーク時間差が所定時
間（例えば０．０１ｓｅｃ．）以上か否かについての判断が行われる。ここで、ピーク時
間差が所定時間以上の場合には、ステップＳ１２２に処理が移行する。一方、ピーク時間
差が所定未満のときには、ステップＳ１２０においてエラー情報（ノイズ判定）が出力さ
れた後、本処理から一旦抜ける。
【００８６】
　ステップＳ１２２では、ステップＳ１１４で算出されたピーク時間差が脈波伝播時間と
して確定されるとともに、脈波間隔が取得される。
【００８７】
　続いて、ステップＳ１２４では、使用者の姿勢毎に脈波伝播時間が分類される。なお、
脈波伝播時間の分類方法については上述したとおりであるので、ここでは詳細な説明を省
略する。
【００８８】
　次に、ステップＳ１２６では、近似曲線の相関係数が最も大きくなるように、脈波伝播
時間が補正される。なお、脈波伝播時間の補正方法については上述したとおりであるので
、ここでは詳細な説明を省略する。
【００８９】
　続いて、ステップＳ１２８において、補正後の脈波伝播時間の変動から血圧変動が推定
される。なお、血圧変動の推定方法については上述したとおりでるので、ここでは詳細な
説明を省略する。そして、ステップＳ１３０において、取得された血圧変動データ等が、
例えば、メモリや、スマートフォン等の外部機器に出力される。その後、本処理から一旦
抜ける。
【００９０】
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　以上、詳細に説明したように、本実施形態によれば、脈波伝播時間が取得される際に、
光電脈波センサ２０が、使用者の頸部の正中線近傍において頸部と接触するように配置さ
れる。そして、頸部の正中線近傍で検出された脈波信号を用いて脈波伝播時間が取得され
る。そのため、頸部の正中線近傍以外の部位、例えば、頸部の左右で脈波信号を取得した
場合に比べて、姿勢（例えば、左右の側臥位、仰臥位）の変化に対する脈波伝播時間の変
動を小さくすることができる。よって、使用者の姿勢が頻繁に変化するような状況（例え
ば、睡眠中に寝返りをした場合など）でも脈波伝播時間の変動が小さく、測定値を安定さ
せることができる。その結果、脈波伝播時間の計測中に使用者の姿勢が変化した場合であ
っても、連続して、より安定的に脈波伝播時間を取得することが可能となる。
【００９１】
　特に、本実施形態によれば、光電脈波センサ２０が、脈波伝播時間が取得される際に、
使用者の頸部後側の正中線近傍において頸部と接触するように配置される。そのため、頸
部前側の正中線近傍において頸部と接触する形態と比較して、より容易に、かつ、違和感
なく装着することができる。また、光電脈波センサ２０と頸部表面との接触をより安定さ
せることが可能となる。
【００９２】
　本実施形態によれば、光電脈波センサ２０の表面が、ネックバンド１３の表面と略同一
に形成されている。すなわち、光電脈波センサ２０がネックバンド１３の表面から突出し
ていないため、例えば、仰臥位のときに頸部の後ろが光電脈波センサ２０の上に乗ったと
しても痛みを与えることがない。また、光電脈波センサ２０の表面が凹んでもいないため
、頸部の後ろの皮膚を光電脈波センサ２０とを確実に密着させることができ、より安定し
て脈波伝播時間を測定することが可能となる。
【００９３】
　本実施形態によれば、取得された脈波伝播時間の時系列データが姿勢毎に分類され、姿
勢毎に分類された脈波伝播時間の時系列データに基づいて、脈波伝搬時間の変動が求めら
れる。そのため、例えば、姿勢毎に脈波伝播時間の時系列データを補正することができる
。その結果、脈波伝播時間の計測中に使用者の姿勢が変化した場合であっても、連続して
、より安定的に脈波伝播時間の変動を取得することが可能となる。特に、脈波伝播時間は
、その絶対値に関しては、個人差（血管長、動脈硬化、高血圧等）、姿勢、及び脈波計測
部位の心臓からの高さなどによって大きく変動するため、血圧絶対値を求めるためには煩
雑な較正が必要不可欠であるが、脈波伝播時間を姿勢毎に分類し、その時間変動傾向を求
めることで煩雑な較正を行うことなく有用な情報を得ることができる。
【００９４】
　特に、本実施形態によれば、分類された姿勢の中から基準とする姿勢が設定され、該基
準姿勢に合わせて、該基準姿勢と異なる姿勢に分類された脈波伝播時間の時系列データが
補正される。そして、基準姿勢における脈波伝播時間の時系列データ、及び、補正された
（補正後の）脈波伝播時間の時系列データに基づいて、脈波伝搬時間の変動が求められる
。すなわち、脈波伝播時間の計測中に使用者の姿勢が変化した場合には、基準姿勢に合わ
せて（すなわち基準姿勢で取得されたと仮定した場合のデータとなるように）、該基準姿
勢と異なる姿勢に分類された脈波伝播時間の時系列データが補正される。そのため、脈波
伝播時間の計測中に使用者の姿勢が変化した場合であっても、連続して、より安定的に脈
波伝播時間の変動を取得することが可能となる。
【００９５】
　その際に、本実施形態によれば、取得された脈波伝搬時間の時系列データの時間が最も
長い姿勢が基準姿勢として設定される。そのため、取得された脈波伝搬時間の全時系列デ
ータに対する、補正を要する時系列データの割合を小さくすることができる。よって、よ
り精度よく脈波伝播時間の変動を取得することができ、また、補正に要する処理負荷を低
減することができる。
【００９６】
　また、本実施形態によれば、近似曲線の相関係数が大きくなるように（好ましくは最大
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となるように）、姿勢毎の脈波伝播時間の時系列データが補正され、補正後の時系列デー
タから脈波伝播時間の変動が求められる。そのため、基準姿勢と異なる姿勢に分類された
脈波伝播時間の時系列データを、基準姿勢に合わせて（すなわち基準姿勢で取得されたと
仮定したデータとなるように）、適切に補正することが可能となる。
【００９７】
　本実施形態によれば、脈波伝播時間の時系列データが、少なくとも、立位、倒立位、仰
臥位、左側臥位、右側臥位、及び伏臥位を含む姿勢毎に分類される。そのため、脈波伝播
時間を取得しているときの姿勢をより細かく分類でき、例えば、使用者が寝ているときの
脈波伝播時間の変動傾向を見たいときなどに、使用者の姿勢が変化した場合（例えば寝返
りを打った場合）であっても、より適切に補正することができ、連続して、より安定的に
脈波伝播時間の変動を取得することが可能となる。
【００９８】
　本実施形態によれば、使用時に、光電脈波センサ２０及び加速度センサ２２が、使用者
の頸部に、互いに近接して配設される。そのため、脈波伝播時間を計測している部位（頸
部）の姿勢を正確に取得することができ、姿勢判定と脈波伝播時間との相関を高めること
が可能となる。また、手足等ではなく頸部に装着することで、脳卒中や心筋梗塞等のリス
クと相関が高いと推測される頸部の血管内血圧の推定ができる。さらに、複数のセンサを
別々の部位に装着するのではなく頸部に集約することで装着の煩雑さを低減でき、また日
常行動への制約を小さくすることができる。
【００９９】
　本実施形態によれば、上記脈波伝播時間計測装置１を備えているため、脈波伝播時間の
計測中に使用者の姿勢が変化した場合（例えば睡眠中に寝返りを打ったような場合）であ
っても、連続して、より安定的に血圧変動を推定することが可能となる。また、その結果
、本実施形態によれば、例えば、睡眠中の血圧変動を取得することにより、ディッパー型
、ノンディッパー型、ライザー型、エクストリームディッパー型の判定を行うことができ
、例えば脳卒中や脳梗塞等のリスクを推定することが可能となる。
【０１００】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は、上記実施形態に限定
されるものではなく種々の変形が可能である。例えば、上記実施形態では、使用者の頸部
をネックバンド１３で挟むネックバンド型の血圧変動推定装置３（脈波伝播時間計測装置
１）を例にして説明したが、使用者の一方の頸部側方から他方の頸部側方まで、使用者の
頸部後方に沿って血圧変動推定装置（脈波伝播時間計測装置）を貼り付けて使用する形態
としてもよい。また、使用者の頸部（首）に装着する形態に代えて、心電電極、脈波セン
サ、３軸加速度センサを、例えば、ホルター心電計のように胸部（体幹部）に貼り付ける
構成（測定装置）や、ランニング時の心拍測定用のチェストストラップ型の構成（測定装
置）としてもよい。なお、その場合には、脈波センサ（光電脈波センサ２０）は、胸部（
体幹部）の正中線又はその近傍に配置される。
【０１０１】
　また、上記実施形態では、近似曲線の相関係数が大きくなるように（好ましくは最大と
なるように）、姿勢毎の脈波伝播時間の時系列データを補正したが、姿勢毎に基準姿勢か
らの脈波伝播時間の変化の関係を定めた変換テーブルを用いて、各姿勢の脈波伝播時間の
時系列データを補正してもよい。
【０１０２】
　上記実施形態では、脈波伝播時間変動から血圧変動を推定する際に、予め定められてい
る脈波伝播時間と血圧の相関式を用いたが、相関式に代えて、姿勢毎に脈波伝播時間と血
圧との関係を定めた変換テーブルを用いる構成としてもよい。
【０１０３】
　上記実施形態では、脈波センサとして光電脈波センサを用いたが、例えば圧電脈波セン
サなどを用いてもよい。また、上述した各種センサに加えて、例えば、酸素飽和度センサ
、音センサ（マイク）、変位センサ、温度センサ、湿度センサなどの生体センサを用いる



(17) JP 6583427 B2 2019.10.2

10

20

30

40

構成としてもよい。
【０１０４】
　上記実施形態では、脈波伝播時間の時系列データを、６つの姿勢、すなわち、立位、倒
立位、仰臥位、左側臥位、右側臥位、及び伏臥位に分類したが、これら以外の姿勢を含め
、より細かく姿勢を分類する構成としてもよい。
【０１０５】
　上記実施形態では、基準姿勢（例えば仰臥位）を設定し、該基準姿勢に合わせて、該基
準姿勢と異なる姿勢に分類された脈波伝播時間の時系列データを補正したが、このような
方法に代えて、分類された脈波伝播時間の時系列データの内、所定の姿勢（例えば仰臥位
）の脈波伝播時間の時系列データのみに基づいて、脈波伝搬時間の変動を求めるようにし
てもよい。この場合、脈波伝播時間の計測中に使用者の姿勢が変化した場合には、取得さ
れたデータの内、所定の姿勢と異なる姿勢に分類された脈波伝播時間の時系列データを除
いて、脈波伝播時間の変動が求められる。そのため、脈波伝播時間の計測中に使用者の姿
勢が変化したとしても、精度よく脈波伝播時間の変動を取得することが可能となる。
【０１０６】
　上記実施形態では、姿勢判定や、姿勢毎の脈波伝播時間の補正、血圧変動の推定等の処
理を信号処理部３１で行ったが、取得した心電信号、光電脈波信号、３軸加速度等のデー
タを例えばパーソナルコンピュータ（ＰＣ）やスマートフォン等に無線で出力し、ＰＣや
スマートフォン側で、上記姿勢判定や、姿勢毎の脈波伝播時間の補正、血圧変動の推定等
の処理を行う構成としてもよい。このような場合、上述した相関式等のデータは、ＰＣや
スマートフォン側に記憶される。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　脈波伝播時間計測装置
　３　血圧変動推定装置
　１１，１２，１４　センサ部
　１３　ネックバンド
　１５　心電電極
　２０　光電脈波センサ
　２０１　発光素子
　２０２　受光素子
　２２　加速度センサ
　３１　信号処理部
　３１０　第１信号処理部
　３２０　第２信号処理部
　３１１　心電信号増幅部
　３２１　脈波信号増幅部
　３１２，３２２　アナログフィルタ
　３１３，３２３　Ａ／Ｄコンバータ
　３１４，３２４　ディジタルフィルタ
　３２５　２階微分処理部
　３１６，３２６　ピーク検出部
　３１８，３２８　ピーク補正部
　３３０　脈波伝播時間計測部
　３４０　姿勢分類部
　３４１　脈波伝播時間変動取得部
　３４２　血圧変動推定部
　６０　無線通信モジュール
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              特開２００５－３２４００４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　５／０２　－　　５／０３
              Ａ６１Ｂ　　　５／０４　－　　５／０５３
              Ａ６１Ｂ　　　５／０６　－　　５／２２
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